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議 事 録 

会 議 の 名 称 令和５年度 第２回 国民健康保険運営協議会 

開 催 日 時        
令和５年８月２日（水） 

午後１時３０分 開会 ・ 午後２時３０分 閉会 

開 催 場 所 坂戸市役所 ３階 ３０１・３０２会議室 

出 席 者 出席者１２名（委員） 出席者１０名（事務局） 

欠 席 者 ０名 

会 議 次 第 

 

１ 開会 

２ 挨拶 

３ 議事録署名委員の選出 

４ 議事 

（１）令和４年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算について 

（２）令和５年度国民健康保険特別会計９月補正予算案について 

（３）坂戸市国民健康保険第２期データヘルス計画・第４期特定

健康診査等実施計画について 

５ その他 

６ 閉会 

 

配 布 資 料 

 

１ 令和５年度第２回坂戸市国民健康保険運営協議会 次第 

２ 令和４年度坂戸市国民健康保険特別会計決算資料 

３ 令和４年度坂戸市国民健康保険特別会計決算の概要 

４ 令和５年度国民健康保険特別会計９月補正予算案 

５ 坂戸市国民健康保険第２期データヘルス計画・第４期特定健

康診査等実施計画 

６ 坂戸市国民健康保険データヘルス計画・第３期特定健康診査

等実施計画 

７ 坂戸市国民健康保険データヘルス計画・第３期特定健康診査

等実施計画 中間評価報告書 

８ 坂戸市国民健康保険運営協議会委員名簿 

９ よくわかる国保のしくみ 

１０ 期限内に納めよう！国保の保険税 

１１ 埼玉の国保 ２０２３年６月号（Ｎｏ．３２７） 
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議   事   の   経   過 

発 言 者 議  題・ 発言内容 ・ 決定事項 

司 会  それでは、現在の出席委員は１２名でございます。よって過半

数に達しておりますので、ただ今から令和５年度第２回国民健康

保険運営協議会を開会いたします。 

 

 議事に入る前に、本日２名の傍聴申請がありましたので御報告

いたします。本協議会は、坂戸市市民参加条例第１２条第５項に

より、公開が原則と規定されております。 

 傍聴させてよろしいでしょうか。 

 

 （「異議なし」の声） 

 

司 会  それでは、入場させてください。 

 

 （傍聴者入場） 

 

司 会  はじめに、会長から御挨拶をお願いいたします。 

 

会 長 （挨拶） 

 

司 会  続きまして、市長から挨拶を申し上げます。 

 

市 長 （挨拶） 

 

司 会  なお、市長はこの後、他の公務がございますので、ここで退席

させていただきます。 

 

（市長退席） 

 

司 会  それでは、規則によりまして会長に議事の進行をお願いいたし

ます。 

 

会 長 

（以下、「議長」） 

 はじめに、議事録署名委員の選出についてお諮りします。 

議事録署名委員は、会長において指名することで御異議ござい

ませんか。 

 

 （「異議なし」の声） 
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議 長  御異議なしと認め、指名いたします。 

 前回に引き続き、名簿順により２名にお願いいたします。 

 

議 長  それでは議事に入ります。 

 はじめに、（１）「令和４年度国民健康保険特別会計歳入歳出決

算について」を議題といたします。事務局は説明をお願いします。 

 

事務局 （「令和４年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算について」資

料により説明） 

 

議 長  ただいまの説明につきまして、質疑・意見等はございませんか。 

 

委 員  資料番号１－２の１２ページ「その他保健事業の状況」の健康

マイレージ事業なのですが、今年度の事業終了後に代替の新しい

事業はなにか始まりますか。 

 

事務局  県との共同事業であるため、現在県の方が新しい事業のシステ

ム導入の準備を行っております。ただ、新しい事業では歩数計は

廃止となり、スマートフォンのアプリを使用するようになるため、

アプリ使用時のサポート体制は必要であると考えております。 

 

議 長  ほかにございませんか。 

 無いようですので質疑を終了します。 

 

議 長  お諮りします。 

「令和４年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算について」は、

原案のとおり９月議会へ提出することに御異議ございませんか。 

 

 （「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は９月議会へ提出することに決定いたしました。 

 

議 長  次に、（２）「令和５年度国民健康保険特別会計９月補正予算案 

について」を議題といたします。 

 事務局は説明をお願いします。 

 

事務局 （「令和５年度国民健康保険特別会計９月補正予算案について」

資料により説明） 

 

議 長  ただいまの説明につきまして、質疑・意見等はございませんか。 
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議 長  無いようですので質疑を終了します。 

お諮りします。 

「令和５年度国民健康保険特別会計９月補正予算案について」は、

原案のとおり９月議会へ提出することに御異議ございませんか。 

 

 （「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は９月議会へ提出することに決定いたしました。 

 

議 長  次に、（３）「坂戸市国民健康保険第２期データヘルス計画・第 

４期特定健康診査等実施計画について」を議題といたします。 

 事務局は説明をお願いします。 

 

事務局  （「坂戸市国民健康保険第２期データヘルス計画・第４期特定健

康診査等実施計画について」資料により説明） 

 

議 長  ただいまの説明につきまして、質疑・意見等はございませんか。 

 

委 員  資料番号１－２の７ページ「保険者努力支援交付金の推移」に

関しまして、１人あたり交付額が県平均よりも坂戸市の交付額の

方が高いのは素晴らしいことだと思いますが、この結果と先ほど

のデータヘルス計画は関連性があるのでしょうか。 

 

事務局  保険者努力支援制度とデータヘルス計画の関連性についてです

が、まずデータヘルス計画を作成していることが評価指標のひと

つにあります。また、策定したデータヘルス計画を市のホームペ

ージに掲載していること等も評価の加点対象となっております。

計画の中身においては、特定健診の受診率の向上や受診率向上に

関する取り組み等も関連性があります。 

 

委 員  １人あたり交付額が大幅に上昇したことは、市が努力した結果

だと思うので、因果関係を分析して引き続きこの交付額を保持し

ていただきたいと思います。 

 

議 長  ほかにございませんか。 
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委 員  データヘルス計画について２点ほど質問させてください。 

 まず１点目は、資料番号３の１９ページ「（１）総医療費及び１

人当たり医療費の推費」ですが、「推費」ではなくて「推移」でよ

ろしかったでしょうか。 

また、１人当たりの医療費について、坂戸市は国や県、同規模

地域よりもだいぶ金額が低いですが、理由としては何が挙げられ

ますか。 

 ２点目は、この膨大な素晴らしいデータに対しての分析や、市

民の健康維持・健康促進にどうやってデータを生かしていくのか、

今後の取り組みについて教えてください。 

 

事務局  「推費」を「推移」へ修正願います。 

また、１人当たりの医療費が低い要因としては、年齢等の特性

もあるのではないかと考えております。また、今後の取り組みに

関しては、やはり特定健康診査の受診率の向上を１番の目標と考

えております。資料番号３の５６、５７ページ「２ 第３期計画

における目標達成状況」にもありますように、市町村国保の令和

５年度特定健診平均受診率の目標値は６０％であり、なかなか達

成が難しい状況でありますが、坂戸市もなるべく県平均は上回る

ように取り組みたいと考えております。 

 

議 長  ほかにございませんか。 

無いようですので、以上で本日の運営協議会の議事内容はすべ

て終了いたしました。 

次に、「その他」に移ります。 

事務局から何かあります。 

 

事務局  （「その他」を以下について説明） 

・配布資料「よくわかる国保のしくみ」、「期限内に納めよう！

国保の保険税」、「埼玉の国保 ２０２３年６月号（Ｎｏ．３

２７）」について 

 

 次回の令和５年度第３回国民健康保険運営協議会は、１０月２

５日（水）に開催を予定しております。 

 日程が確定しましたら、改めて通知いたします。 

 

議 長 

（以下、「会長」） 

長時間にわたり、慎重な御協議をいただき、ありがとうござい

ました。 

 これで議長の任を解かせていただきます。 

 

司 会 閉会にあたり、会長から御挨拶をお願いいたします。 

会 長 （挨拶） 
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司 会  ありがとうございました。 

 以上をもちまして、令和５年度第２回国民健康保険運営協議会

を閉会いたします。 

 御協力ありがとうございました。 

 

 


